
           

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限
ま

で
に
納
め
ま
し
ょ
う 

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機

構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金

融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し
て
の
納
付
、
そ

し
て
便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り

ま
す
。 

日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た

だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、
電
話
、
書
面
、

面
談
に
よ
り
早
期
に
納
め
て
い
た
だ
く

よ
う
案
内
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、
強
制

徴
収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
催
促
を
行
い
、

指
定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
納
付
が
無
い

場
合
は
、
延
滞
金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で

は
な
く
、
納
付
義
務
の
あ
る
方
（
被
保

険
者
本
人
、
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務

を
負
う
配
偶
者
及
び
世
帯
主
）
の
財
産

を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
早
め
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

所
得
が
少
な
い
な
ど
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
免
除
さ
れ
る
制
度

や
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

年
金
事
務
所
や
役
場
窓
口
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。 

 

国
民
年
金
保
険
料
免
除
な
ど
の
申

請
に
つ
い
て 

 
保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態
で
、
万

一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事

態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。 

 

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保

険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

に
は
、
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予

と
な
る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若

年
者
（
30
歳
未
満
）
納
付
猶
予
制
度
」

が
あ
り
ま
す
の
で
、
年
金
事
務
所
や
役

場
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

平
成

28
年
度
の
免
除
な
ど
の
受
付

は
平
成

28
年
７
月
１
日
か
ら
開
始
さ

れ
、
平
成
28
年
７
月
分
か
ら
平
成
29
年

６
月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し
て
審

査
を
行
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去
期
間
に

つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た
日
か

ら
２
年
１
ヶ
月
前
ま
で
に
な
り
ま
す
。 

 

失
業
な
ど
に
よ
り
保
険
料
を
納
付
す

る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
に
な
っ
た
も

の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た
め
に
未

納
期
間
を
有
し
て
い
る
方
な
ど
は
、
一

度
、
年
金
事
務
所
や
役
場
窓
口
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

           

給
付
金
を
装
っ
た
不
審
な
電
話
・

メ
ー
ル
が
発
生
し
て
い
ま
す
。 

消
費
税
率
の
引
上
げ
に
よ
る
影
響
を

緩
和
す
る
た
め
、
平
成
28
年
度
も｢

臨

時
福
祉
給
付
金
（
簡
素
な
給
付
措
置
）｣ 

｢

障
害
・
遺
族
年
金
受
給
者
向
け
給
付
金

（
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付

金
）｣ 

が
支
給
さ
れ
ま
す
が
、「
振
り
込

め
詐
欺
」
や
「
個
人
情
報
の
詐
取
」
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

ご
自
宅
や
職
場
な
ど
に
市
町
村
や
厚

生
労
働
省
の
職
員
な
ど
を
語
っ
た
電
話

が
か
か
っ
て
き
た
り
、
郵
便
が
届
い
た

ら
、
迷
わ
ず
市
町
村
や
最
寄
り
の
警
察

署
（
ま
た
は
警
察
相
談
専
用
電
話(

♯
９

１
１
０)

）
に
御
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

・
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ

Ｍ
（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自

動
支
払
機
）
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ

と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

・
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、
他
人

か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と

は
絶
対
に
で
き
ま
せ
ん
。 

・
市
町
村
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、
今

回
の
給
付
金
を
支
給
す
る
た
め
に
、
メ

ー
ル
で
手
続
き
を
お
願
い
す
る
こ
と
や
、

手
数
料
な
ど
の
振
込
を
求
め
る
こ
と
は

絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

・
厚
生
労
働
省
が
住
民
の
皆
様
の
世
帯

構
成
や
銀
行
口
座
の
番
号
な
ど
の
個
人

情
報
を
照
会
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
。 

  

◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
―
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
―
72
―
５
０
０
２ 


